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出 入 国 在 留 管 理 庁 

平成１８年３月３１日策定 

（最終改訂令和８年２月２４日） 

 

永住許可に関するガイドライン 

 

１ 法律上の要件 

（１）素行が善良であること 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのな

い生活を営んでいること。 

（２）独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て

将来において安定した生活が見込まれること。 

（３）その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

ア 原則として引き続き１０年以上本邦に在留していること。ただし、この期

間のうち、就労資格（在留資格「技能実習」及び「特定技能１号」を除く。）

又は居住資格をもって引き続き５年以上在留していることを要する。 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務（納税、公的年金及び

公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届

出等の義務）を適正に履行していること。 

   ※ 公的義務の履行について、申請時点において納税（納付）済みであった

としても、当初の納税（納付）期限内に履行されていない場合は、原則と

して消極的に評価されます。 

  ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則

別表第２に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適

合していること。 

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、（１）

及び（２）に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補

完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、（２）

に適合することを要しない。 

 

２ 原則１０年在留に関する特例 

（１）日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が 

３年以上継続し、かつ、引き続き１年以上本邦に在留していること。その実子

等の場合は１年以上本邦に継続して在留していること 

（２）「定住者」の在留資格で５年以上継続して本邦に在留していること 
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（３）難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後５年以上

継続して本邦に在留していること 

（４）外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められ

る者で、５年以上本邦に在留していること 

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 

（５）地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１６項に基づき認定された

地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関にお

いて、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別

表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成２年法務省告示第１３

１号）第３６号又は第３７号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によ

って我が国への貢献があると認められる者の場合、３年以上継続して本邦に

在留していること 

（６）出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の高度専門職の項の下欄の基

準を定める省令（以下「高度専門職省令」という。） に規定するポイント計

算を行った場合に７０点以上を有している者であって、次のいずれかに該当

するもの 

  ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して３年以上継続して本邦に

在留していること。 

  イ 永住許可申請日から３年前の時点を基準として高度専門職省令に規定す

るポイント計算を行った場合に７０点以上の点数を有していたことが認め

られ、３年以上継続して７０点以上の点数を有し本邦に在留していること。 

（７）高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に８０点以上を有し

ている者であって、次のいずれかに該当するもの 

  ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して１年以上継続して本邦に

在留していること。 

  イ 永住許可申請日から１年前の時点を基準として高度専門職省令に規定す

るポイント計算を行った場合に８０点以上の点数を有していたことが認め

られ、１年以上継続して８０点以上の点数を有し本邦に在留していること。 

（８）特別高度人材の基準を定める省令（以下「特別高度人材省令」という。）に

規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの 

  ア 「特別高度人材」として１年以上継続して本邦に在留していること。 

  イ １年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から１年前

の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認

められること。 

 

（注１）令和９年３月３１日までの間、在留期間「３年」を有する場合は、前記１

(３)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこと

とする。令和９年３月３１日の時点において在留期間「３年」を有する者に
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ついては、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記１（３）

ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。 

（注２）前記１（３）エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管

理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準の

ほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法

別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」（特定活動告示）又は「出

入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二

の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」（定住者告示）に該当すると

して在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。 

（注３）前記２（６）アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果７０点以

上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記２（７）アの

「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果８０点以上の点数を有すると

認められて在留している者が該当し、前記２（８）アの「特別高度人材」と

は、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している

者が該当する。 
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